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順位１番  有田 幸平      （日本維新の会・無所属南部の会） 

 

１ 田辺東幼稚園、田辺東小学校前の横断歩道について 
 

田辺東幼稚園及び田辺東小学校前の児童たちが通学時に使用している横断歩

道について、朝の通勤時間帯の自動車の往来が非常に多い為、その安全対策、安

全確保について問う。 

 

２ 近鉄新田辺駅東側周辺地域住民の高齢者、買い物弱者について 
 

近鉄新田辺駅東側にあったスーパーの閉店に伴い、周辺の高齢者や買い物難

民の方達に対する対応について問う。 

 

３ 健康増進普及について 
 

(1)  新型コロナウイルスの５類移行に伴い、今後の市民の運動不足による健康問

題解消について問う。 

(2)  本市のがん検診の受診率向上に向けての取り組みを問う。 

４ 培良中学校の生徒数偏在における特色化について 

生徒数の減少が見込まれる培良中学校において、さらなる特色化への取組と学

校選択制の導入について問う。 
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順位２番  吉高 裕佳子               （無会派） 

 

１ こどもをまんなかにしたまちづくりについて 

(1)  複数の省庁にまたがるこどもや若者の課題を、連携し迅速に対応するこ

とを目的として、令和５年４月１日に、こども家庭庁が発足し、こども基

本法が施行された。本市でも庁内横断的に対応するために、それを担う部

局の設置が必要と考えるが市の見解は。 

(2)  こども家庭庁の大きな柱の一つが「こどもの居場所」づくりである。こど

もの居場所とは、こどもが安心して過ごせる場、地域でこどもを見守り、

支える場でもある。このような場が本市には少なく、早急に増やす必要が

あると考えるが、市の見解は。 

 

２ いのちを守る学校について 
 

(1)  本市の小・中学校における学校事故の実態は。 

(2)  学校事故の中には、熱中症によるものも含まれる。熱中症の危険が高まる

季節となるが、学校での対策について問う。 

(3)  学校管理責任が教員になっているため、負担が大きいと言われている。

本市の学校管理の現状は。今後は、専門家による施設点検や指導を定期的

に行う必要があると考えるが市の見解は。 

(4)  万が一のときの事故対応の体制はどうなっているのか。また、日頃の研

修等はされているのか。 

 

３ 京都フードテック基本構想について 
 

(1)  けいはんな学研都市の南田辺西地区に、今後予定されているフードテッ

クヒル（仮称）の整備について、市が関わった内容と経緯、また今後のス

ケジュールは。 

(2)  市民へのしっかりとした周知と、広く市民の意見等も聞く場を設けるよ

う求めるが、市の見解は。 
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吉高 裕佳子 

(3)  京都フードテック基本構想の中には、ゲノム編集技術を用いた食品の研

究開発が記載され、市民から安全性を懸念する声が届いている。市として、

慎重な企業の選定を府に求めるべきではないか。また、ゲノム編集生物等

が万が一、外に出てしまった場合を想定し、事前に環境を守るためのガイ

ドラインの作成が必要と考えるが市の見解は。 
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順位３番  向川 弘                   （公明党） 

 

１ 原油価格高・物価高騰等の影響を受けている事業者および市民の方々への

負担軽減と支援について 
 

消費者物価上昇が続いている。昨年１０月に続き、今年２月、４月にも行われ、

更に６月には約３，６００品目の値上げが予定されており、市内事業者および市

民への影響が拡大し、市民の暮らしと市内経済を守るための支援が必要となって

いる。この度、国において地方創生臨時交付金が積み増しされたことにより、各

自治体の裁量で物価高騰対策の追加施策に使用できる財源が増加した。この臨時

交付金および市の独自財源も活用し、物価高騰対策のための施策を進めることが

急務となっていることから、  

(1)  燃料費高騰対策およびＬＰガス料金の負担軽減策をすべきと考えるが、見解

を問う。 

(2)  小学校における給食費や教材費等の保護者負担の軽減支援をすべきと

考えるが、市の見解を問う。 

(3)  市民への物価高に対する支援および市内事業者への経済活性化の効果

的な施策として、キャッシュレスポイント還元事業を再度実施すべきと考

えるが、市の見解を問う。 

(4)  水道基本料金の減免等、市民ならびに事業者も含めた全世帯への支援策

を検討せよ。 

 

２ 帯状疱疹ワクチンの接種費助成について 
 

(1)  帯状疱疹発症の発生数および症状等、およびワクチン接種により予防で

きることや、その効果について広く市民に知ってもらうため、市民に対し

積極的な周知をすべきと考えるが、市の見解を問う。 

(2)  高齢者が健康で安心して過ごせるよう、帯状疱疹ワクチン接種に対し

て、市独自の助成をすべきと考えるが、市の見解を問う。 
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向川 弘 

 

 

 

３ 自転車安全対策について 
 

(1)  本市の自転車事故と死亡者数およびヘルメット着用と死亡事故の関係

について、令和４年度の状況を問うと共に、自転車交通安全に係る取組状

況と課題認識および対応を問う。 

(2)  令和５年４月１日から自転車利用者へのヘルメット着用が努力義務化

された。本市として市民への周知と着用の推進をどのように行っているの

か。また、この機会に自転車運転ルールの徹底をすべきと考えるが、市の

見解を問う。 

(3)  自転車を利用する市民の命を守るため、自転車用ヘルメットの購入補助

をすべきと考えるが、市の見解を問う。 

 

４ 「居心地が良く歩きたくなるまちなか」づくりとしての、ウォーカブル推

進について 
 

(1)  国土交通省が進める「まちなかウォーカブル推進都市」の取組に対し

て本市として賛同および取り組む考えを問う。 

(2)  健康に市内を歩き、憩いと潤いのある場作りを通して、ふれあいとに

ぎやかさの拡大につながるよう、今まで整備してきた「水辺の散策路環

境整備事業」に加え、それ以外の歩道や商店街、公園等においてもベン

チや東屋等を追加することにより、歩きやすく、歩いて楽しいまちづく

りに繋がる取組を拡充すべきと考えるが、市の見解を問う。 
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順位４番  榎本 昂輔                （自民一新会） 

 

１ 事務事業評価の運用と今後の改善について 
 

(1)  本市の事務事業評価はどのようにして効果検証を行い、次年度施策に生かし

ているのかを問う。 

(2)  それぞれの担当部署が行っている事務事業評価および成果管理指標は、何を

基準にどのような方法で分析しているのかを問う。 

 

２ 田辺北地区新市街地整備の将来ビジョンと交通対策について 
 

(1)  田辺北地区新市街地整備事業に対して、本市はどのようなビジョンを持って

まちづくりを行うのか。また、当該事業の整備進捗を問う。 

(2)  現在の新田辺駅前線及び薪新田辺線では、新市街地整備による車両の増加を

カバーすることは厳しいと考えられる。新市街地整備と並行して、大住草内線

の整備といった交通施策を整備しておく必要があると思うが、市の考えを問

う。 

 

３ 法規制等のかからない土地利用の指導について 
 

(1)  都市計画法等の規制がかからない土地利用が、事業者等によって行われる場

合、周辺市民が困惑する事態が散見されている。当該行為に対して市民への説

明はどのようにされているのか、本市の対応は。 

(2)  万能塀などにより土地利用実態が外部から確認できないような事案につい

て、本市はどのように指導を行っているのか。  

 

４ 市民の声に寄り添った子育て環境の整備について 
 

(1)  留守家庭児童への宅配弁当（夕食）の導入について、市の考えは。 

(2)  中学校の通学バスの今後の展望について、市の考えは。 
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順位５番  次田 典子                 （無会派） 

 

１ 施政方針について 
 

(1)  ロシアによるウクライナ侵攻が今なお多くの人命を奪っており、終わり

が見えない状況である。日本における子どもを含む若い世代の心にも何ら

かの大きな影響を残している。市長は、非核平和都市宣言のまちの長として

どのように考え、何をするべきかを示してください。たとえば、小・中学校

の修学旅行の行き先を広島や長崎、沖縄に変更も必要ではないのか。 

(2)  基本認識に示している、コロナ禍、ウクライナ・ロシア問題、金融緩和の

修正、物価高騰による市民生活に対する対策を講じるとあるが、市民生活が

厳しくなることを危惧しながらなぜコロナ禍前に決定した大型事業を見直

さないのか。 

(3)  第３次男女共同参画計画を策定したが、それ以上の発展した目標はいつ

もどおり示されていない。コロナ禍、女性の失業や自殺が増えていることを

見ただけでも女性たちが差別されている実態が再認識された。改めて市長

の認識を問う。 

(4)  高齢者福祉については全く新しい施策はない。スマートフォンの教室し

か書かれていない。しかも選挙前にある程度実施されていることを市長は

知らないのか。スマートフォンを使いこなしただけで快適な生活を送れる

と市長は考えているのか。 

(5)  不登校を作り出している要因は何だと考えているのか。今となっては、学

校のあり方を考え直さなければならないが、その点についてはどのように

考えているのか。 

(6)  近畿地方で夜間中学の設置予定がないのは京都府のみとなってしまっ

た。京都市民以外の京都府民だけが学び直しの保障がないことを市長はど

う考えているのか。 

(7)  公共交通の充実を多くの市民が望んでいるにもかかわらず積極的な市の

姿勢が見られない。「路線バス無料の日」を年に数回行っていく予定はある

のか。いずれにしても市民がバスを利用しやすくなるサービスが必要だ。 
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次田 典子 

(8)  同性婚は合憲であるという判決が出されているが、ＬＧＢＴＱ＋につい

ての認識を問う。 

(9)  あらゆる市民が平等に生きていくために「差別禁止条例」が必要だ。市長

の認識を問う。 

(10)  北部に図書館や、市民活動を育む市民活動センターが必要だ。 

 

２ 誰もが選挙に参画できるように 
 

(1)  選挙ポスターを選管が一括して掲示するなど、掲示の方法について検討

すべき。 

(2)  山手東や山手西の人口が増えているが投票所が遠く不便だ。高齢化も進

む中、市内の投票所の設置状況を精査するべきだ。 

(3)  北部住民センターで行っている期日前投票所は好評だ。他地域でも増や

してはどうか。 

(4)  今回の市議会議員選挙では、選挙期間前から「候補者をよろしく」といっ

た連呼行為が行われた。また、候補者や連絡所看板の立て方や、行燈のよう

な車載看板使用、選挙期間中の個別訪問、公選ビラ配布等の違反は行われな

かったか。公職選挙法に則り選挙管理委員会は厳しく対応するべきだ。 
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順位６番  南部 登志子    （日本維新の会・無所属南部の会） 

 

１ 統一地方選挙を振り返って 
 

(1)  市長選挙が無投票となったことについて、市長の思いを聞く。 

(2)  今回の投票率の低下は、市長選挙がなかったことだけが原因ではないと

考える。市の認識および今後の投票率向上に向けての市の対応策について

問う。 

(3)  市長や議員の報酬削減、経費削減（政務調査費の廃止、虚礼廃止、宿泊

費の実費支給等）を求める声を多く聞いた。改善を求める。 

(4)  今回の選挙中、一番多く聞いた不満や要望は、福祉施策についてであっ

た。 

ア 自宅で安心して介護を受けられるまちづくりが強く求められている。

そのためには、まず介護士やケアマネージャーの不足を解消すること、

介護士やケアマネージャーが継続して勤務できる支援体制に取り組む

ことが必要である。現状と課題、その解決策について問う。 

イ グループホーム等の不足も大きな課題である。市の認識および今後の

計画について問う。 

ウ 老々介護や高齢者の単身世帯が増えている。バリアフリー地域の拡

大、および徹底した整備を求める。 

エ 新型コロナウイルス感染症が５類になったことで、コロナ感染の実態 

がわかりにくくなった。高齢者や障がいのある方、持病をお持ちの方、

医療・介護関係者の多くは戸惑っている。対応策を。 

オ 訪問介護における災害時の対応策について、市からの指針を示してほ

しいという声がある。対策を求める。 

 

２ 新田辺駅東地区の課題 
 

(1)  再整備計画（道路の拡幅を含む）の進捗状況と今後のスケジュールにつ

いて問う。 
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南部 登志子 

(2)  スーパーが突然閉店して８か月が過ぎた。高齢者をはじめ、買い物に困

っている市民が多くいる。現在、移動スーパーが臨時的に週１回来ている

が、課題も多い。商いの問題ではなく、市民の生活課題である。課題解決

に向けて、市が本格的に取り組め。 

 

３ 普賢寺地域の課題 
 

(1)  デマンドバス、もしくはデマンドタクシーを求める声が依然として根強

い。地域の声をしっかりと聴き、対策を。 

(2)  普賢寺小学校に学童保育を。 
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順位７番  岡本 亮一      （日本共産党京田辺市議会議員団） 

 

１ 三山木小学校及び田辺中学校の大規模校問題について 
 

(1)  培良中学校の学校選択制度について 

ア 市教育委員会は「児童生徒数の偏在解消に向けて短期的に解決すべき課

題への基本的な方針」を決定した。同方針では培良中学校への対策として、

新たな特色を付与するとしているが、その具体的な内容について問う。 

イ 学校選択制度を導入することで、どの程度の偏在を解消できると見込ん

でいるのか。また、その課題について問う。 

(2)  三山木小学校の施設利用の現状と今後の対策について 

ア 児童が増加していることにより、運動場、学校図書館、トイレ基数、給食

調理数等に関して、教育活動に支障をきたしていると考えるが、その認識を

問う。 

イ 今後も同小学校では児童数が増加すると予測されるが、施設利用につい

て、その対策を問う。 

 

２ 留守家庭児童会について 
 

(1)  現在、三山木留守家庭児童会では専用施設の定員を超える児童については、

学校施設を活用して受け入れている。今後も児童数の増加に伴い、留守家庭児

童会を希望される保護者も増加するが、その認識と対策について問う。 

(2)  普賢寺小学校にも留守家庭児童会を新設することを検討してはどうかと考

えるが、市の見解を問う。 

 

３ 震災・防災対策について 
 

(1)  地震発生時における通電火災対策など、電気に起因する出火防止を図るには

「感震ブレーカー」の設置が効果的である。その普及に向けた本市の取り組み

を問う。 
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岡本 亮一 

(2)  一定以上の地震の揺れを感知して自動的に電気の供給を遮断し、出火を防ぐ

感震ブレーカーの購入及び設置費用の一部を助成する「感震ブレーカー購入・

設置助成制度」の実施を求める。 
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順位８番  菊川 和滋               （ＮＥＸＴ京田辺） 

 

１ 子育て日本一をめざして 
 

国の「こども家庭庁」の受け皿となる市の組織について 

(1)  こども施策を一元的に扱う、市組織のあり方を問う。 

(2)  現在社会における子育て環境に沿った留守家庭児童会への取組みを問う。 

(3)  地域社会が積極的に子育て支援ができる方策について問う。 

 

２ 公共施設マネジメントと市有施設のあり方について 
 

(1)  さらなる民間の活用について 

ア 全市有施設全体への包括管理委託の展開を問う。 

イ 今後の市財政支出の平準化に向け、全市保有施設の保全に関する計画

のマネジメントについて問う。 

(2)  将来の公共施設について、施設のあり方と検討体制について 

ア  田辺北新市街地に建設予定の複合型公共施設の検討状況について問う。 

イ  上記に統合する現行施設の跡地利用の検討状況について問う。 

ウ 身近で活用しやすい区・自治会公民館のあり方について問う。 

エ 将来社会を見据えた、全市有施設の考え方とその取組みについて問う。 

 

３ 市民に寄り添う行政と市民参加によるまちづくりについて 
 

(1)  ＤＸ推進による市民サービス向上への取組みについて 

ア 書かない窓口、行かない窓口への取組み状況を問う。 

イ 身近な場所での市民相談の開設について問う。 

(2)  市民や企業が公園やまちの緑化や美化を推進するしくみづくりの構築について 

ア 企業拠出金を活用した整備事業の考え方を問う。 

イ 市民（区・自治会・子ども会・老人会など）が積極的に行うしくみづくり

について問う。 
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順位９番  増富 理津子   （日本共産党京田辺市議会議員団） 

 

１ 加齢性難聴者の補聴器購入費の補助について 
 

わが国の難聴者は推計で１，４３０万人（日本補聴器工業会調べ）に対し、

補聴器所有者は約２１０万人（１４．４％）と極端に低くなっている。その

主な理由は、障害者手帳を交付されない中等・軽度の難聴者は健康保険等の

公的補助がなく、補聴器が１台５万円～５０万円と高額のため、日常生活に

不便をおぼえながら購入が困難となっている。高齢者の生活を支援し、社会

参加を促進する補聴器購入助成を中等度の難聴者に対しても拡充を。 

 

２ 保育所の運営について 
 

(1)   子どもたちの成長・発達を保障し、保育士が安心して保育ができるよう、

市の保育士配置基準の見直しを。 

(2) 保育士確保とともに、保育所における勤務体制、処遇改善を。 

 

３ 近鉄京都線新田辺駅南にある踏切の渋滞対策と安全対策について 
 

(1)   朝夕の時間帯は車が大渋滞する。踏切の開く間隔が短く、歩行者も渡り

切れない状況がある。解消に向けた市の対策を問う。 

(2)   高齢者が遮断機をくぐって何とか渡り終える姿、自転車と歩行者、車と

自転車の接触など危険な状況がみられる。市の安全対策を問う。 

 

４ 安心、安全なまちづくりへの要望について 
 

(1)  水辺の散策路「ふるさとの川ルート」「木津川つつみルート」の両方で

経路になっている馬坂川の防護柵改修を京都府に早急に要請を。 
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増富 理津子 

(2)  土手や河川敷、空き地などで見られる黄色い花をつけた｢オオキンケイ

ギク｣が増殖している。オオキンケイギクは外来種で、在来種を駆逐してし

まう可能性が高いため、現在は「特定外来種」として栽培が禁止されてい

る。市としての対策を問う。 

(3)  生活道路の安全対策における、登下校路へのグリーンベルト、カーブミ

ラーや注意看板設置の拡充、横断歩道の塗り直し等の改修の要請を。 

(4)  公共施設や学校などで、女性が過ごしやすい環境を整えるために、女性

トイレにトイレットペーパーと同じように生理用品の設置を求める。 
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順位１０番  国重 昂平             （自民一新会） 

 

１ 国、府と連携した子育て支援について 
 

(1)  本年４月に新設されたこども家庭庁は「こどもまんなか」社会実現のた

めの省庁である。国が推進する「こどもまんなか」社会実現に対する市の

見解を問う。 

(2)  不登校児童数が１０年連続で増加しており、また一昨年前から昨年にか

けて大幅に増加した。施政方針でも言及されている「教育支援センター」

は受け皿としての機能を高く評価する。本センター設置の背景と理念につ

いて問う。 

(3)  今後の具体的な取り組みについて市の考えを問う。 

 

２ 障がいを持つ人、高齢者等にやさしいまちづくりについて 
 

(1)  京田辺市バリアフリー基本構想（田辺地区）を策定し、重点整備地区の

バリアフリー化に取り組まれた背景、理念について問う。 

(2)  基本構想の目標年次である策定後１０年間に取り組まれてきた実績、対

策から見える課題等の検証結果について問う。 

(3)  平成２３年の当該基本構想策定後の進行管理のために、市民等が主体と

なった推進会議を立ち上げられ取り組まれてきたことは高く評価する。今

後、田辺地区以外の地区について障害を持つ人などにやさしいバリアフリ

ーの取り組みを問う。 

 

３ 田辺公園の運営展望について 
 

田辺公園拡張整備の基本的なコンセプトは、「農福連携をテーマとした緑と農業

に親しむ公園」として、その整備手法にＰａｒｋ－ＰＦＩ方式を採用されてきた

と認識しているが以下について問う。 

(1)  Ｐａｒｋ－ＰＦＩ事業者が公募により選定された。提案内容および事業

者選定に至った経緯について問う。 
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国重 昂平 

(2)  今後の公園供用に向けた整備スケジュールおよび本市の運営へのかかわり

方針について問う。 

(3)  「農福連携」の推進手段であるＰａｒｋ－ＰＦＩ方式の恒久的かつ安定

的運営に向けた本市の取り組み方針とリスクヘッジ対策について問う。 
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順位１１番  早川 由紀夫  （日本維新の会・無所属南部の会） 

 
１ 小・中学校等、市庁舎及び市所管施設におけるトイレの全面洋式化について 
 

 

(1)  小・中学校トイレの洋式化は、生活様式や感染症対策等とともに、健やか

な学習・生活環境のため必要である。また、指定（緊急）避難所としても、内閣

府の「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」を踏まえたトイレの全

面洋式化（洋式便器化）は、トイレ調達手段の確立とともに求められるところで

ある。現在までの和式から洋式への進捗状況と今後のスケジュールを問う。 

(2)  市庁舎及び中央図書館は、市民の利便性の向上のため、市所管施設である住

民センターや中央公民館、社会福祉センターなどは一時避難場所としても、ま

た、各建物はバリアフリー推進やユニバーサルデザインの観点からも、トイレ

の全面洋式化が求められている。現況認識とともに今後の整備に向けた市

の見解を問う。 

 

２ 学校安全ボランティア等について 
 

(1)   本市は、小学校における登下校時の子どもたちの安心・安全を見守る「学

校安全ボランティア登録制度」のもと、その見守る活動のバックアップを実

施しているが、ボランティアの皆様への感謝の念とともに、長期間に亘るボ

ランティア歴の皆様への報いに思いが馳せるところである。 

本市の表彰条例中の善行表彰を踏まえ、表彰状や感謝状の枠組みを設定

するべきであると考えるが、市の考えを問う。 

(2)   「学校安全ボランティア」に加え、一部の地域には、公益社団法人京田辺

市シルバー人材センターの協力を得て、「通学安全整理員」を配置している

が、同志社大学等の学生などへの活動奨励は考えられないか、市の見解を問

う。 

３ 区・自治会活動への支援等について 

 

(1)  本市の区・自治会は、住民の連帯と共助のもと、住みよい豊かなまちづく 
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早川 由紀夫 

りを目指した地域活動を行い、住民と行政をつなぎ、地域課題の解決も担

う自主的組織である。しかし、高齢化や核家族化、担い手不足などの影響

のため、将来的に地域によってはコミュニティの衰退が危惧されるところ

である。 

区・自治会による活動の持続や活性化、行政施策の展開等を踏まえ、

本市として一層の支援及び連携関係の構築が必要と考えるが、市の認識を

問う。 

(2)  近年、防災活動や災害対策における区・自治会の役割が重視され、災害対

策基本法の改正（令和３年５月）による避難行動要支援者への関係者の一つ

としても位置付けられているが、避難行動要支援者に係る個別避難計画の

作成について、本市は、平成２６年６月から区・自治会等に委ねているとこ

ろである。 

本来、個別避難計画は、市が主体となって関係者との連携のもと作成す

べきもので、避難行動要支援者の登録情報の取扱いや個別避難についても、

市が関係者との協力・調整のもと連携すべきものと考える。今後は、法令

や国の指針等を踏まえ、幅広い関係者との協議を経て、地域防災計画上の

対処等も必要であると考えるが、市の見解と今後の対応を問う。 

４ 受動喫煙防止対策について 

(1)  本市は、健康増進法に規定する受動喫煙の防止について、令和元年７月

から庁舎、学校・病院等を対象として推進している。また、改正健康増進

法の施行に伴い、令和２年４月から飲食店、事務所・工場等が原則屋内禁

止となったことに加え、市内の全ての駅前周辺を「受動喫煙防止啓発区域」

に指定して、庁舎内やホームページなどで啓発しているが、現在までの実

効性について市の認識を問う。 

(2)  今後、受動喫煙の防止にかかる本市独自の指針や手引き、標識等を作成 
 

し、市の考え方について市民の理解を得るとともに、飲食店、事務所・工 
 

場等への啓発や注意喚起などを一層進める必要があると考えるが、市の見 
 

解を問う。 
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